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国土交通省では、労働災害防止対策を
適切に実施するために必要な安全衛生経
費が下請人まで適切に支払われるための
取組を行っている。すべての建設企業に
対し、「安全衛生対策項目の確認表」及
び安全衛生経費を内訳明示した「標準見
積書」を作成・活用し、下請負人が元請
企業（直近上位の注文者）に対して提出
する見積書について、安全衛生経費を内
訳明示することによって安全衛生経費の
適切な支払いにつなげられるよう周知し
ている。
国土交通省では６月６日、「安全衛生
経費の適切な支払いに向けて」のHPを
整備したので、活用を呼び掛けている。

（一社）日本空調衛生工事業協会、（一
社）日本配管工事業団体連合会、（一社）
日本保温保全工業協会、（一社）全国ダ
クト工業団体連合会、本会の５団体で
は、先行的「安全衛生対策項目の確認表
（管）」を作成した。この「確認表（管）」
を活用していただき、元下間で現場の担
当・費用を協議・確定し、積み上げた金額
を「法定福利費の内訳明示のための標準
見積書」に表示するよう案内いたします。
・安全衛生経費の適切な支払いに向けて
のページ
ホーム＞政策・仕事＞土地・不動産・建設
業＞建設産業・不動産業＞建設工事におけ
る安全衛生経費の適切な支払いに向けて

全国管工事業協同組合連合会
−安全衛生対策項目の確認表及び安全衛生経費を内訳明示した標準見積書−

安全衛生経費の適切な支払いに向けて
国土交通省

労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ
建設工事請負契約を締結する際は、次のような流れで、労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者

を明確化する必要があります。

次の場合、建設業法に違反するおそれがあります

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化

し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができ

るようにしなければなりません。

（１）元請負人による見積条件の提示

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対

策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。

（２）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害

防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第 条を踏まえ、対等な立場で契

約交渉をしなければなりません。

（３）契約交渉

元請負人と下請負人は、契約締結の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の

実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、下請負人が負担しなければならない労働災

害防止対策に要する経費は、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、契約書面の内訳書などに明

示することが必要です。

（４）契約書面における明確化

元請負人が、あらかじめ契約書面において、下請負人の負

担であることを明示していないにもかかわらず、一方的に提供・

貸与した保護具などの労働災害防止対策の費用を下請代金の支

払時に差し引く行為

建設業法第 条に違反

元請負人が、労働災害防止対策に要する費用を差し引くな

どにより、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金

額となる場合

当該元請下請間の取引依存度等によっ

ては、建設業法第 条の３の不当に低

い請負代金の禁止に違反するおそれ

CASE01 

CASE02 

元請負人が、下請負人 一人親方含む と請負契約を締結す

る際、口頭のみで契約した場合や、法定の必要記載事項を満たさ

ない契約書面を交付した場合

CASE03 
建設業法第 条第１項に違反

 
 
 
 

 

●建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、墜落災害をはじめ

として、 年には年間 件の死亡災害が発生しております。また、一人親方等の死亡

災害は年間８０件となっています※。

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」「令和５年建設業の一人親方等の死亡災害発生状況」

●労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要

する経費は元請負人及び下請負人が負担しなければならない安全管理に必要な費用です。

建設業法第 条の に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので、建設工事

請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。

安全な建設工事のために
適切な安全衛生経費の確保が必要です

建設業における死亡災害は、全産業の
約３割を占めています

安全衛生経費は必要経費です。受け取
れない場合は法律に違反するおそれが
あります。

業種別死亡災害発生状況

注文者に対する「安全衛生経費を内訳明示した見積書」の提出状況

出典：国土交通省「社会保険

の加入及び賃金の状況等に

関する調査」（ 年）

出典：厚生労働省「令和５年労

働災害発生状況」（ 年）

公共工事

民間工事

提提出出ししたた 提提出出ししななかかっったた わわかかららなないい そそのの他他

提提出出ししたた企企業業ののううちち、、公公共共工工事事でではは 、、民民間間工工事事でではは

のの企企業業がが、、見見積積りり額額のの ％％以以上上のの安安全全衛衛生生経経費費をを

実実際際にに受受けけ取取るるここととがが出出来来てていいまますす。。

建設業 人

製造業 人
陸上貨物運送事業

人

第三次産業
人

その他 人

全産業

人

一一人人親親方方等等をを含含めめるる

とと年年間間 人人以以上上がが

亡亡くくななっってていいまますす。。
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